
 1 

 

   税務ＱＡ                              １９．３－２ 

            

    
ＱＱＱＱ１１１１ 平成１８年分から消費税の確定申告をしなければならなくなった個人の診療所です。

手続きは顧問税理士に任せていますが、簡易課税制度による消費税申告書作成の 

おおまかな流れを教えてください。       

    

ＡＡＡＡ  ポイントポイントポイントポイント 

（１） 基準期間の課税売上高が１千万円を超えると消費税の納税義務者となります。簡易 

課税制度を選択すると、控除対象仕入税額を課税売上げの消費税額にみなし仕入率を乗 

じて計算しますので、仕入や経費のデータ集計、課否判定が不要で手間がかかりません。 

（２） 診療所の場合、診療収入のウェイトの大きい社会保険診療報酬は非課税で、課税売 

上げとなるのは、自由診療収入や雑収入の一部、業務用医療機器の譲渡収入などです。 

 

１１１１．．．．消費税消費税消費税消費税及及及及びびびび地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税申告申告申告申告のあらましのあらましのあらましのあらまし                                                            

    （（（（１１１１））））消費税消費税消費税消費税のののの確定申告確定申告確定申告確定申告がががが必要必要必要必要なななな人人人人､､､､課税売上課税売上課税売上課税売上げげげげ､､､､簡易課税簡易課税簡易課税簡易課税のののの税額計算式税額計算式税額計算式税額計算式    

      ①①①①    基準期間（平成１６年）の課税売上高が１，０００万円を超えますと、平成１８年分の消費

税及び地方消費税の確定申告が必要です。そして、簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が５，

０００万円以下で「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者に適用されます。 

   ②②②②    ここで、課税売上げとは、国内取引で、事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡、

資産の貸付又は役務の提供をいいます。ただし、消費税の課税対象としてなじまないものや社会

政策的な配慮の基づくものは課税売上げから除かれ（非課税取引といいます）、医療機関関係で

は、社会保険医療、高度先進医療、公費負担医療、自賠責、労災、介護保険、助産等が非課税取

引とされていますので、非課税医療の範囲及び課税売上の事業区分が計算のポイントになります。 

③③③③ 簡易課税制度を適用した場合の消費税額の計算方法 

      課税売上げに   課税売上げに   みなし   消費税の 

      係る消費税額 － 係る消費税額 × 仕入率 ＝ 納付税額 

    ※みなし仕入率――医療業は第５種事業で50％、業務用固定資産の譲渡は第４種事業で60％。 

 （（（（２２２２））））消費税消費税消費税消費税・・・・地方消費税確定申告書作成地方消費税確定申告書作成地方消費税確定申告書作成地方消費税確定申告書作成のののの主主主主なななな流流流流れれれれ                            申告納税の期限 ４月２日（月）    

①①①①課税標準額課税標準額課税標準額課税標準額をををを計算計算計算計算するするするする  売上金額－課税売上げにならないもの＝課税売上高（税込み） 

  課税売上高（税込み）×１００／１０５＝課税標準額 

②②②②消費税額消費税額消費税額消費税額をををを計算計算計算計算するするするする  課税標準額×４％＝消費税額 

③③③③控除対象仕入税額控除対象仕入税額控除対象仕入税額控除対象仕入税額をををを計算計算計算計算するするするする  基礎となる消費税額×事業のみなし仕入率 

基礎となる消費税額とは  消費税額＋貸倒回収に係る消費税額－返還等対価に係る税額 

     事業が２種類以上の場合は、事業区分ごとの税額計算が原則ですが、１つの事業の課税売上

高又は２つの事業の課税売上高の合計が、全体の７５％以上を占める場合、特例もあります。 
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   ④④④④差引税額差引税額差引税額差引税額、、、、納付税額納付税額納付税額納付税額をををを計算計算計算計算するするするする  消費税額＋貸倒回収に係る税額－控除税額小計＝差引税額 

   ⑤⑤⑤⑤地方消費税額地方消費税額地方消費税額地方消費税額をををを計算計算計算計算するするするする  差引税額×２５％ で譲渡割額を計算し、納付譲渡割額を記載    

    

２２２２．．．．簡易課税制度簡易課税制度簡易課税制度簡易課税制度によるによるによるによる税額計算事例税額計算事例税額計算事例税額計算事例    

                                平成１８年分の基準期間である平成１６年度の課税売上が１，０７０万円となったため、 

課税事業者として簡易課税方式で確定申告をする場合の計算をしてみましょう。 

●●●●社会保険診療収入（非課税）３,８００万円 ●●●●自由診療収入（課税）１,１６５.５万円 

●●●●医業外収入（課税）     ９４．５万円 ●●●●自由診療分の貸倒れ     ３１.５万円 

                     計算手順 

１. 課税標準額 （11,655,000 円＋945,000 円）×100／105＝12,000,000 円（千円未満切捨て） 

２．課税標準額に対する消費税額    12,000,000 円×4％＝480,000 円 

３．控除対象仕入税額     480,000 円×50％＝240,000 円 

４．貸倒れに係る消費税額     315,000 円×4／105＝12,000 円 

５．差引税額､納付税額  480,000 円－（240,000 円＋12,000 円）＝228,000 円（百円未満切捨て） 

６．地方消費税の納税額､納付譲渡割額     228,000 円×25％＝57,000 円（百円未満切捨て） 

７．消費税及び地方消費税の合計額     228,000 円＋57,000＝285,000 円   

      簡易課税用 消費税及び地方消費税の確定申告書（抜粋） 

 自 平成 18 年 １月 １日    課税期間分課税期間分課税期間分課税期間分のののの消費税及消費税及消費税及消費税及びびびび地方地方地方地方  

      至 平成 18 年 12 月 31 日     消費税消費税消費税消費税のののの（（（（    確定確定確定確定    ））））申告書申告書申告書申告書    

                このこのこのこの申告書申告書申告書申告書によるによるによるによる消費税消費税消費税消費税のののの税額税額税額税額のののの計算計算計算計算    

課   税   標   準   額            １２，０００，０００ 

     消    費    税    額              ４８０，０００ 

     貸倒回収に係る消費税額             

    控   控除対象仕入税額                    ２４０，０００ 

除   返還等対価に係る税額 

税   貸倒れに係る税額                        １２，０００ 

額   控 除 税 額 小 計                   ２５２，０００ 

差     引     税     額               ２２８，０００                          

納     付     税     額                 ２２８，０００  

この課税期間の課税売上高            １２，０００，０００ 

基準期間の課税売上高                １０，７００，０００ 

       このこのこのこの申告書申告書申告書申告書によるによるによるによる地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税のののの税額税額税額税額のののの計算計算計算計算    

地方消費税の課税標   控除不足還付税額 

準となる消費税額   差  引  税  額           ２２８，０００ 

          譲渡   還    付    額 

          割額   納    税    額                      ５７，０００  

          納  付  譲  渡  割  額                     ５７，０００ 

          消費税及び地方消費税の合計税額          ２８５，０００ 
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ＱＱＱＱ２２２２     今年１月、地方に転勤になったため、１戸建のマイホームを人に貸すことにしまし

たが、月々の家賃収入には税金がかかることになるのでしょうか。 
 

Ａ   ポイントポイントポイントポイント    

（１） 貸家からの家賃は、不動産所得の収入となり、年間の不動産所得の金額を計算し 

て２０万円を超えますと申告して納税ということになりますが、必要経費となる減価 

償却費や借入金利息の金額が比較的大きいため不動産所得が２０万円以下となる場合 

が多く、その場合は申告不要です。 

（２） マイホームとして使用していた期間については、一定の方法で減価償却がされた 

ものとして未償却残高を計算し、業務に転用後の建物の減価償却は、非業務用の期間 

にかかわらず、その建物の法定耐用年数によって定額法で計算します。 

 

１１１１．．．．貸家貸家貸家貸家によるによるによるによる不動産所得不動産所得不動産所得不動産所得のののの計算計算計算計算とととと減価償却減価償却減価償却減価償却のののの仕方仕方仕方仕方    

    （（（（１１１１））））不動産所得不動産所得不動産所得不動産所得のののの金額金額金額金額のののの計算計算計算計算    

                 貸家からの家賃収入は、不動産所得の収入金額となり、不動産所得の金額は下記算式により

計算されます。サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が２０万円を超えると確定申告をし

なければなりませんが、減価償却費がかなりの額になりますので不動産所得の金額が２０万円

以下になる場合が多いようです。なお、不動産所得が赤字になる場合には、給与所得と損益通

算して総所得額を計算し、その所得に対する税額を計算して還付を受けることもできます。 

ただし、損益通算上、不動産所得の赤字のうち土地に係る借入金利子の部分の赤字はなかっ

たものとみなされ、給与所得から差し引くことはできません。 

    不動産所得不動産所得不動産所得不動産所得のののの金額金額金額金額    ＝＝＝＝    総収入金額総収入金額総収入金額総収入金額    －－－－    必要経費必要経費必要経費必要経費        

     ここで、必要経費とは、貸している土地建物に係る減価償却費、借入金利息、固定資産税・

都市計画税、損害保険料、修繕費等で、業務用の期間に対応する部分となります。 

（（（（２２２２））））非業務用非業務用非業務用非業務用のののの減価償却資産減価償却資産減価償却資産減価償却資産をををを業務用業務用業務用業務用にににに転用転用転用転用したしたしたした場合場合場合場合のののの税務上税務上税務上税務上のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

   ①①①① これまで非業務用であった減価償却資産を業務用に転用した場合、業務の用に供した後のそ

の資産の償却費の額は、その業務の用に供した日にその資産の譲渡があったとみなして譲渡所

得の金額の計算上控除する取得費の規定を適用した場合に取得費とされる金額をその資産の

償却後の価額として計算するものとされています。 

   ②②②② 非業務用の建物を業務用に転用した場合、その建物の耐用年数の１．５倍の年数の定額法の

償却率で非業務用期間の償却費を計算し、事業開始時の未償却残高を求めます。 

③③③③    なお、取得価額と未償却残高との差額は、その建物の償却費としてその人の各年分の所得の

金額計算上必要経費に算入された金額とみなされます。 

     非業務用期間         （取得費×１０％） （耐用年数の 1.5 倍の年数） 

     の償却費   ＝（取得価額 － 残存価額）×  定額法の償却率 × 経過年数 

     事業開始時の未償却残高 ＝ 取得価額 － 非業務用期間の償却費 

（注）１．耐用年数に１．５を乗じて計算した年数に１年未満の端数がある場合は切り捨てます。 

２．経過年数（取得した日から事業に使用した日までの期間）に１年未満の端数があるとき 
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は、６ヵ月以上は１年とし６ヵ月未満の端数は切り捨てます。 

 

２２２２．．．．貸家収入貸家収入貸家収入貸家収入にかかるにかかるにかかるにかかる不動産所得不動産所得不動産所得不動産所得のののの計算事例計算事例計算事例計算事例 

      地方に転勤になったため、下記のマイホームを１月から家賃月額１０万円で貸しま 

     したが、この家賃収入に関して納税の必要が出てくるのでしょうか。必要経費の見込 

みが次の金額の場合、不動産所得の金額の計算の仕方とあわせて教えてください。 

      家屋の新築（木造）平成８年１０月３１日、 新築費用２０百万円    

      貸家としての耐用年数２２年、 定額法償却率０．０４６（非業務用の耐用年数 

 ３３年、 定額法償却率 ０．０３１）      借入金利息 ２４万円、  

土地建物の固定資産税・都市計画税 １０万円、  損害保険料２万円 

  １．減価償却費の計算 

   （1）非業務用期間の償却費 

         （取得価額）        （残存価額）     （22 年×1.5＝33 年の償却率）（経過年数） 

    （２０，０００，０００円－２０，０００，０００円×１０％）× ０．０３１ × １０ 

＝５，５８０，０００円 

     （注）経過年数 １０年２ヵ月（切捨て）⇒１０年        

   （2）事業開始時の未償却残高 

     ２０，０００，０００円－５，５８０，０００円＝１４，４２０，０００円 

   （3）開業年度の減価償却費の計算 

        （取得価額）        （残存価額）        （22 年の償却率）  （12 ヵ月） 

    （２０，０００，０００円－２０，０００，０００円×１０％）×０．０４６ ×１２／１２  

＝ ８２８，０００円 

    ２．平成１９年分不動産所得の計算（見込み） 

   （1）平成１９年中の総収入金額 

      １００，０００円×１２ヵ月＝１，２００，０００円 

   （2）必要経費 

      減価償却費       ８２８，０００円 

      借入金利息       ２４０，０００円 

      固定資産税・都市計画税 １００，０００円 

      損害保険料         ２０，０００円 

              合  計        １，１８８，０００円 

   （3）不動産所得の金額の計算 

      １，２００，０００円－１，１８８，０００円＝１２，０００円 

      よって不動産所得に関する申告納税の必要はありません。給与所得の他の所得が２０万円

以下であれば確定申告の必要がありませんので、必要経費が１，１８８，０００円の場合、

家賃収入が１，３８８，０００円以下であれば申告不要となるわけです。 

      また、計算の結果、不動産所得が赤字となった場合には、確定申告を行って給与所得と損

益通算して総所得額を計算し、その所得に対する税額計算を行って、源泉徴収税額との差額

の還付を受けることもできます。    


